
 

学生の確保の見通し等を記載した書類

（１） 学生の確保の見通し及び申請者としての取組状況

① 学生確保の見通し

ア 定員充足の見込み

  山梨学院大学（以下、「本学」と略記する。）は、「学則変更の趣旨等を記載した書類」に説明した

通り、令和５（２０２３）年度入学者選抜における収容定員を以下の通り変更することを届け出る。 

法学部法学科の入学定員を２０人削減し、現行の２８０人から２６０人に変更する。これと同時

に、スポーツ学部スポーツ科学科の入学定員を２０名増加させ、現行の１７０人から１９０人に変

更する。これら以外の学部学科については、現行の入学定員を維持することとし、大学全体の入学

定員は、下表に示す通りとなる。 

  【入学定員の変更計画】 

学部学科 変更前の入学定員 変更後の入学定員 増 減 

法 学 部 

法 学 科 
２８０ ２６０ －２０ 

法 学 部 

政 治 行 政 学 科 
学生募集停止 ―   ±０ 

経 営 学 部 

経 営 学 科 
３２０ ３２０ ±０ 

健 康 栄 養 学 部 

管 理 栄 養 学 科 
４０ ４０   ±０ 

国際リベラルアーツ学部 

国際リベラルアーツ学科 
５０ ５０ ±０ 

ス ポ ー ツ 科 学 部

ス ポ ー ツ 科 学 科
１７０ １９０ ＋２０ 

大学全体 ８６０ ８６０ ±０ 

上記の入学定員の変更によって、大学全体の入学定員８６０人に変更は生じないが、スポーツ科

学部の入学定員が増加することになる。本大学の入試状況に基づいた検討により、変更後の入学定

員を充足することが可能と判断しており、定員充足の見込みについて、以下、詳述する。 

法学部では、平成２８（２０１６）年度までは、同法学科と同政治行政学科の双方の入学者が入

学定員を上回っていたが、その後、政治行政学科の入学者数が平成２９（２０１７）年度より２か

年度にわたり入学定員を下回ってしまった。他方、経営学部経営学科は、過去１０か年度の期間、

入学者数が入学定員を上回る状況が続いており、特に平成２８（２０１６）年度以降は、入学者が

急速に増加した（「資料２」を参照）。このような学科間の入試動向により、入学定員の適切な管理

の観点から、入学定員の見直しが必要な状況に至り、法学部政治行政学科の学生募集を停止し、同
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学科の定員を法学部法学科と経営学部経営学科へ配分するため、令和元（２０１９）年度中に収容

定員変更に係る学則変更の届出を行った。法学部法学科では、令和元（２０１９）年度入試まで志

願者が増加し、同政治行政学科の学生募集を停止し法学科の定員を増加させて臨んだ最初の入試で

ある令和２（２０２０）年度入試においても、２学科合計の志願者数と同水準の志願者を確保する

ことができた（「資料１」を参照）。しかし、令和２（２０２０）年度入試においては、法学部法学

科の入学者数が予想をはるかに上回る結果となり、入学定員の適切な管理の観点から、更なる入学

定員の調整が必要となったため、スポーツ科学部スポーツ科学科の入学定員を２００人から１７０

人に削減し、法学部法学科の入学定員を３００人に変更した。 

その後、令和３（２０２１）年度入試では、法学部法学科の志願者数が減少に転じ、変更前の入

学定員３００人に対して入学者数は３４１人であった（「資料１」を参照）。入学定員を上回る学生

確保が難しくなるような状況ではないものの、９月入学者が多くない当該学部の傾向を踏まえると、

今後、入学者数が大幅に増加することは想定されないと判断される状況であった。他方で、経営学

部経営学科については、増加傾向にあった志願者数が減少に転じ、当該年度の志願者数は令和元（２

０１９）年度と同水準となっているものの、入学者数については増加している状況である。私立大

学等経常費補助金の算定根拠となる定員超過率をみると、令和２（２０２０）年５月時点における

経営学部の定員超過率が１．１８倍であったのに対して、令和３（２０２１）年５月時点の定員超

過率が１．２９倍に上昇しており、当該学部に交付される同補助金の不交付要件をかろうじて下回

る水準であった。このような状況を受けて、経営学部経営学科の入学定員を適切に管理するために

は、これらの学部間で入学定員の見直しが不可欠であると考えるに状況に至り、令和４（２０２２）

年度の入学定員について、法学部法学科を２０人削減し２８０人とし、経営学部経営学科を２０人

増加して３２０人とする届出を行った。令和４（２０２２）年度入試の入試結果をみてみると、法

学部法学科が入学定員２８０人に対して入学者が３３６人、経営学部経営学科が入学定員３２０人

に対して入学者が３６０人となっており、入学定員に対する入学者の割合に大きな偏りは生じてい

ない。しかし、法学部法学科の志願者数をみてみると、昨年比で１００人ほどの減少が確認され、

今後も大幅な増加を期待することができないことから、下記のスポーツ科学部スポーツ科学科の入

試状況を踏まえて、定員の削減を決断するに至った。 

スポーツ科学部スポーツ科学科については、これまで入学定員を上回る入学者を確保してきたも

のの、年度によって定員充足率に差が生じている。令和元（２０１９）年度の入学者は、当該年度

の入学定員であった１９０人を大幅に上回ったものの、令和２（２０２０）年度と令和３年（２０

２１）年度の入学者数と入学定員との差分はわずかであった。また、志願者数も令和３（２０２１）

年度まで減少が続いていた。しかし、令和４年（２０２２）年度の志願者数は増加に転じ、入学者

数も一気に回復する状況となり、入学定員１７０人に対して最終的な入学者数は２４０人に達した

（「資料３」を参照）。私立大学等経常費補助金の算定根拠となる定員超過率をみると、令和３（２

０２１）年５月時点における経営学部の定員超過率が１．１０倍であったのに対して、令和４（２

０２２）年５月時点の定員超過率が１．４１倍に上昇しており、当該学部に交付される同補助金の

不交付要件に該当する水準まで急激に上昇してしまった。このように、スポーツ科学部スポーツ科

学科では、入学定員を適切に管理するために、今後の入学定員の見直しが不可欠な状況となってい

る。 

今回の届出により、入学定員が減少する法学部法学科、および入学定員が増加するスポーツ科学

部スポーツ科学科のいずれについても、過去の入試状況や現在の市場環境を検討したところ、変更

後の定員充足の見込みがあると判断している。 

法学部法学科については、本学の法学部が地元山梨県とその隣接県における唯一の法学部である

ことから、公務員志望者やその他一般的な法学部志望者で地元の地域社会で活躍する人材を目指す

学生確保（本文）－2



 

者を中心に志願者の回復傾向が続いてきた。令和３（２０２１）年度の入学者が減少したとはいえ、

変更後の入学定員である２８０人に対して３４１人の入学者が確保されている（「資料１」を参照）。

キャンパスが所在する山梨県や隣接する長野県内に競合する法学部がないことや、首都圏の私立大

学の定員管理の厳格化により、同地域へ流出する学生が増加傾向にないことを踏まえると（「資料

４」を参照）、法学部を志願する県内の学生の動向に大きな変動があるとは思われないことから、変

更後の入学定員を充足することは十分に可能であると判断している。 

加えて、法学部では、これまで地方公務員を中心とした地域社会の担い手となる人材の養成に注

力してきたが、同学部政治行政学科の学生募集を停止した令和２（２０２０）年度以降は、同じ法

学部の法学科において開講されている法学系の授業科目と、同政治行政学科で開講されている政治

学系・行政学系の授業科目の双方を履修することによって、上記の人材養成のために優れた教育課

程を編成することが可能になったと考えている。このように、法学分野と政治学分野のカリキュラ

ムを融合したことによる強みについて、入試広報においても積極的にアピールすることによって、

上記の受験者の誘導を確実なものにしていくことができると考えている（具体的な入試広報の計画

については、後述「② 学生確保に向けた具体的な取組状況」を参照）。 

法学部法学科の入試状況をみると、直近２か年度の入学者数は、いずれも３００人を大幅に上回

っており、また、法学部全体の入学者が３００人を下回ったことはないことから、今回の届け出に

より変更する入学定員である２６０人を上回る入学者を確保することは可能であると判断してい

る。このように、これまでの入試状況を前提とすれば、法学部法学科の変更後の入学定員を上回る

学生確保の見通しが成り立つものと考えている。 

他方、スポーツ科学部スポーツ科学科については、同学部の開設（平成２８（２０１６）年度）

以来、常に入学定員を上回る入学者数を確保してきた。入学者数が減少した令和３（２０２１）年

度を除けば、いずれの年度においても１９０人以上の入学者を確保している。入学手続率が予想以

上に高いこともあり、平成２９（２０１７）年度と令和元（２０１９）年度については、定員超過

率がそれぞれ１．２４倍と１．１８倍となっていたため、入学定員の適切な管理の観点からは、入

学定員を増加させた。また、昨年度の定員超過率が１．４倍を超えたことは上述の通りである（「資

料３」を参照）。このため、定員超過率が急激に上昇したスポーツ科学部スポーツ科学科の入学定員

の管理を適切に行うためには、志願者が大幅に減少した法学部法学科の入学定員を削減する必要が

あるとの判断に至った。 

地元の山梨県を含めて近隣の長野県等にはスポーツ科学を専門分野とする学部学科が開設され

ていないことから、地元山梨県や近隣県からこれまでと同水準の志願者・入学者を見込むことがで

きる。また、これまでのスポーツ科学部スポーツ科学科への入学者は関東圏を中心に県外出身者も

多く、本学のスポーツ振興の実績が社会的な評価を獲得している結果であると自負している。本学

の志願者の状況は、景気の動向に左右されるほか、最近では新型コロナウイルス感染症の状況にも

大きな影響を受けることはいうまでもない。特に、実技・実習の授業が多数開講され、入学者もこ

れらの授業科目を履修することを希望しているスポーツ系学部の場合、新型コロナウイルス感染症

の対策として対面授業を中止し、オンライン授業に切り替えたことは、志願者からみればスポーツ

系学部における学びの魅力が一定程度、失われてしまうように感じられた可能性がある。このため、

令和３（２０２１）年度のスポーツ科学部スポーツ科学科の入学者数は、初めて１９０人を下回り

１８７人となった。ところが、感染対策を徹底した上で、対面授業を再開し、実技・実習の授業科

目も密集を避けた授業運営の工夫によって再開されるようになると、志願者が増加に転じ、入学者

も大幅に増加する結果となった。スポーツ科学部スポーツ科学科の入学者数は、新型コロナウイル

ス感染症の影響で平素の授業運営ができない状況で入学者選抜が実施された令和３（２０２１）年

度を除けば、今回の届出によって変更しようとする入学定員である１９０人を上回る入学者を確保

しており、近隣に競合する学部が開設されていないことを踏まえると、今後も入学定員の充足は十
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分に可能であると判断している。 

イ 定員充足の根拠となる客観的なデータの概要

  定員充足の見込みを説明する際に上記で用いたデータは、いずれも収容定員を変更する学部学科

の入学志願状況を取りまとめたものであり、客観性の担保されたデータである。特に、収容定員が

増加する学部学科の定員充足の見込みを説明するために用いたデータは、当該学部学科の過年度の

志願者数と入学者数の数値を年度ごとに示したものである（「資料３」を参照）。また、本学のキャ

ンパスが立地する山梨県内の高等学校から私立大学に進学する者の動向を分析した数値も、学校基

本調査の結果に基づくものである（「資料４」を参照）。 

上記のデータから、法学部法学科の入学定員を２０人減少させて２６０人とした場合にも、法学

部全体での定員充足状況や直近の令和４（２０２２）年度入試の結果を踏まえると、変更後の定員

である２６０人を上回る学生の確保が可能であると判断することができる（「資料１」の入学者数

の推移を参照）。 

また、スポーツ科学部スポーツ科学科の入学定員を２０人増加させて１９０人とした場合にも、

過去の入学者数の推移から判断すると、変更後の入学定員を上回る入学者の確保が可能な水準とな

っている。新型コロナウイルス感染症の影響により、スポーツ活動全般が大幅に制限された状況で

実施された令和３（２０２１）年の入学者数は変更後の入学定員である１９０人を若干下回る１８

７人となったものの、翌年度（直近の令和４（２０２２）年度）には、入学者が急回復しており、

同学部の開設以来、１９０人を上回る入学者の確保に成功してきたことからして、今後も入学定員

を上回る入学者を確保することができると考えている。 

このように、入学定員を変更する学部学科については、入試状況に関する上記のデータに基づい

て判断する限り、いずれの学部学科についても変更後の入学定員を充足することが可能であると判

断している。また、入学定員を増加させる学部学科の定員超過率に注目すると、私立大学等経常費

補助金の不交付要件を意識した入学定員の管理を厳格に行わなければならない状況になっている。

私立大学等経常費補助金の不交付要件に該当しないためには、各年度の５月１日時点の入学者数に

ついて定員超過率が１．３倍未満でなければならないことを踏まえると、上記「ア」で述べたよう

に、入学定員の適切な管理の観点から、法学部法学科とスポーツ科学部スポーツ科学科の入学定員

の見直しが不可欠な状況にあると考えている。 

ウ 学生納付金の設定の考え方

  今回の届け出により入学定員が変更される学部のうち、法学部法学科の令和４（２０２２）年度

入学者に適用される学費等納入金は、入学金が 200,000 円、授業料が 916,000 円、教育充実費が

380,000 円であり、初年度納入金の合計は 1,496,000 円、第２年次以降の各年度の納入金の合計は

1,296,000円となる（いずれも年額を記載している。以下同様）。スポーツ科学部スポーツ科学科の

学費等納入金は、入学金が 200,000円、授業料が 816,000円、教育充実費が 380,000円、実習費が

100,000 円であり、初年度納入金の合計は 1,496,000 円、第２年次以降の各年度の納入金の合計は

1,296,000円であったが、令和４（２０２２）年度入学者に適用される授業料を 48,000円値上げす

ることを決定し、この収容定員変更に係る学則変更の届出と同時に、届出を行うことにした。これ

により、スポーツ科学部スポーツ科学科の令和４（２０２２）年度入学者に適用される学費等納入

金は、入学金が 200,000円、授業料が 864,000円、教育充実費が 380,000円、実習費が 100,000円

であり、初年度納入金の合計は 1,544,000 円、第２年次以降の各年度の納入金の合計は 1,344,000

円となる。 
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近年の学費等納入金の金額の見直しは、本学が目指す少人数制の教育を実現するため、初年次及

び第２年次に履修することが想定される基礎的な授業科目の充実を目指した改革などに代表され

る教育課程の充実や、新たなキャンパス整備計画のために必要となる今後の教育課程の改革に適し

た教室設備の充実、さらには、学生たちにとって憩いの場所となるキャンパス整備を目指した新キ

ャンパス棟の建設などを見据えたものとなっている。また、学費等納入金が値上げされるスポーツ

科学部スポーツ科学科では、他の文系学部と異なり、少人数での実験・実習経科目が多数開講され

ており、これらの授業科目の運営に必要とされる経費も必要となることから、現在の教育課程を継

続的に提供するために、授業料の値上げを決定した。 

令和４（２０２２）年度以降の入学者に適用される授業料の値上げにより、学費等納入金の合計

額は比較的高めの設定となっているが、山梨県内や隣接する長野県内には、競合する学部学科を設

置している私立大学が存在していないことから、入学定員を変更する学部学科の学生確保に大きな

影響はないと想定している。また、本学キャンパスが所在する山梨県内の高等学校から私立大学に

進学する者のうち６０％を超える者が東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県に所在する私立大学に進

学しているが（「資料４」を参照）、いずれも山梨県内からの通学は難しいため、自宅外から進学先

の私立大学に通学することが想定される。このような場合、大学進学に伴って必要となる費用の総

額（大学へ支払われる学生納付金のみならず、自宅外での生活に要する費用を含む）は、相当高額

になると想定される。このように大学進学に必要となる費用の総額でみた場合には、学生納付金が

比較的高い水準に設定されていることは、学生募集において必ずしも不利な要素とはならないと考

えている。 

また、スポーツ系学部で非常に多くの入学定員を有している中部地区の私立大学においては、本

学のスポーツ科学部スポーツ科学科の改定後の学費等納入金と同水準の金額設定としているが、毎

年度、多くの入学者を受け入れることに成功している。同大学も大学におけるスポーツ振興に注力

している有力大学のひとつであり、学問の実践の場がすぐ近くに存在している。スポーツ系学部を

志願する学生にとって、大学の授業で学んだ内容を実践する環境が整備されていることが、大きな

魅力となっていると考えることができる。本学は、これまで一貫して大学におけるスポーツ振興に

努め、オリンピック出場選手を養成するなど、スポーツ科学の実践の場としては申し分ない環境が

用意されていると自負している。上記の他大学の状況を踏まえても、今回の学費等納入金の改定に

よって、学生にとっての学びの魅力が減じられることはなく、想定する入学者数の確保が可能であ

ると考えている。また、スポーツ科学部スポーツ科学科では、令和２（２０２０）年度の入学者に

適用される学費等納入金を改定し、前年度から値上げを行ったが、その際の入学者数に大きな変動

はなく、２００人を超える入学者を確保している（「資料３」を参照）。 

② 学生確保に向けた具体的な取組状況

 平成２７（２０１５）年度と平成２８（２０１６）年度に国際リベラルアーツ学部およびスポーツ

科学部が開設されたことに伴い、大学全体の入試広報戦略の見直しを行い、従来よりも早期に、しか

も志願者の進路選択に有効に働きかけることのできるタイミングで入試広報が行われるように計画

立案を進めてきた。具体的には、入学を検討している潜在的な志願者に直接、本学の魅力を伝えるこ

とができるオープンキャンプスの日程を効果的に配置し、事前の広報にも力を入れることで志願者と

入学者を着実に増加させる取り組みを続けてきた。オープンキャンパスを通じた入試広報活動が志願

者や入学者の確保に結びつくような成果をあげるためには、ターゲットとなる潜在的志願者層にアプ

ローチして、事前の認知獲得の機会を設けることに加えて、オープンキャンパスの開催情報を適時適

切に伝える広報が必要となる。前者の潜在的志願者に本学を認知してもらう、すなわち将来受験する

ことを検討する志望校の候補として認知してもらうために、潜在的志願者が進路情報を収集し進路に
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ついて真剣に考える時期と推定されるタイミングで、情報提供型の広報を展開している。また、オー

プンキャンパスの開催情報については、高校２年生と３年生を対象として、十分な告知期間となるよ

うに紙媒体と WEB 媒体を組み合わせて広報施策を実施している。このようなオープンキャンパス実施

前の事前の広報を十分に実施することで、潜在的志願者が本学と直接的な接触をもつ機会となるオー

プンキャンパスへの誘導を試みている。 

令和５年（２０２３）年度入試の志願者を対象としたオープンキャンパスの実施計画は、以下の通

りである。 

  【令和３（２０２１）年度中のオープンキャンパス開催実績】 

  第１回  ３月２０日（土） オンライン型

  第２回 ６月 ６日（日） オンライン型

  第３回 ７月１８日（日） 来場型 

  第４回 ８月 ８日（日） オンライン型

  第５回 ８月２１日（土） 来場型 

  第６回  ８月２２日（日） 来場型 

  第７回  ９月１２日（日） オンライン型

【令和４（２０２２）年度中のオープンキャンパス開催予定】 

第１回  ６月１８日（土） 静岡会場 【出張型】

  第２回  ６月２６日（日） 松本会場 【出張型】

  第３回  ７月１６日（土） 本学キャンパス 【来場型】

  第４回  ８月 ６日（土） 本学キャンパス 【来場型】

  第５回  ８月２０日（土） 本学キャンパス 【来場型】

  第６回  ８月２１日（日） 本学キャンパス 【来場型】

  令和３（２０２１）年度は、新型コロナウイルス感染症の感染状況により、実際にキャンパスを訪

問する「来場型」のオープンキャンパスを開催することができるかの見通しが立たない状況であった

が、志願者やその保護者に人気の高い来場型を基本として、実施計画を策定していた。「来場型」のオ

ープンキャンパスの他に、「オンライン型」のオープンキャンパスも実施することで、感染者数等の状

況により来場型オープンキャンパスへの参加が躊躇される場合にも、本学に興味を有する潜在的志願

者に本学の魅力を伝える機会を確保することを考えていた。また、「オンライン型」のオープンキャン

パスも継続的に実施することによって、遠方に居住していることからキャンパスの来場が難しい生徒

と保護者にも、本学の魅力を知る機会を提供することを目指した。実際には、新型コロナウイルス感

染症の感染者数が増加傾向にあったことを踏まえて、当初の計画通りに来場型で実施することが難し

い状況となり、オンライン型での実施に切り替えることになった。 

令和３（２０２１）年度には、従来の来場型とオンライン型のオープンキャンパスに加えて、「出張

型」オープンキャンパスを企画し試験的に実施した。この企画は、本学への志願者・入学者が多い地

域の潜在的志願者をターゲットとして、来場型オープンキャンパスに参加することができない可能性

がある潜在的志願者に対して、本学の教職員が直接、情報提供を行い、疑問に答えるだけでなく、同

じ地域から本学に進学した在学生と交流する機会を設けることで、本学の魅力を伝える機会を拡大す

ることを狙いとした。このような試験的な企画として、上記のオープンキャンパスの日程（令和３（２

０２１）年度の開催実績）以外に、６月１９日（土）には長野県松本市で、６月２０日（日）には静

岡県静岡市で、本学の教職員と在校生が出張する形態の説明会を開催した。いずれの開催都市も、本
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学のキャンパスが所在する山梨県以外の地域からの出願者や入学者が多いエリアの中心都市である。

このイベントでは、来場型オープンキャンパスに類似したコンテンツを提供することができるように、

来場型オープンキャンパスの運営に参加している在学生も教職員と一緒に会場に出向いて、来場した

学生や保護者の質問に答えるといった試みを実施した。新しい年度が始まってから実施計画の立案に

着手し、広報を開始したため、事前の告知期間が非常に短くなってしまったが、いずれの会場も相当

数の参加者に恵まれた。このため、当該イベントについては、令和４（２０２２）年度以降は、試験

的な企画としてではなく、入試広報施策の定常的な企画と位置づけて継続的に実施することにした。 

令和４（２０２２）年度は、参加者に人気の高い、「来場型」オープンキャンパスの開催を原とする

方針を採用した。夏休み中に実施される来場型のオープンキャンパスについては、土曜日または日曜

日のいずれか一日のみを開催日とした場合には、１回の来場者数が予想を大幅に超えてしまい、運営

上の課題を抱える日程もあったため、新型コロナウイルス感染症の感染対策の観点からも、開催日を

土曜日と日曜日とに分散させるように工夫することにした。また、感染症対策を徹底するため、来場

型オープンキャンパスは、事前予約制を採用し、来場者数に上限を設けることにした。これにより、

会場内で人と人との距離が十分に保たれるように着席位置をコントロールする（当然のことであるが、

来場時に、手指の消毒やマスクの着用に協力をお願いする）。また、来場者数をコントロールした上

で、可能な限り多くの参加希望者を受け入れるため、来場型オープンキャンパスを午前と午後の２部

制で実施し、いずれの時間帯でも同じコンテンツの企画に参加してもらえる体制を導入する。このよ

うな２部制の導入により、１日の開催で受け入れられる参加者数が倍増することから、感染症対策を

徹底した上で、多くの参加者を受け入れることができるようになると考えている。令和３（２０２１）

年度中に、来場型オープンキャンパスの参加予約をインターネット経由で受け付けた際には、受付開

始直後に予約枠が埋まってしまう状況であった。今年度は、参加希望者を受け入れることができない

状況を生み出さないために、上記のような改善策を導入することを決定した。 

オープンキャンパスで提供するコンテンツの企画を検討するに当たっては、過年度のアンケート調

査の結果や過年度の志願者のオープンキャンパス参加状況の分析を参照している。このようなデータ

に基づいて、オープンキャンパスの開催日程ごとにターゲットとして意識するべき主要な参加者層や

参加してもらいたいターゲット層を明確にし、そこに伝達するべきメッセージの内容を確定した上で、

事前の広報の内容や当日のプログラムの内容を検討している。企画立案の前提となるデータの集積と

分析は、入試センターのスタッフが担当し、この分析に基づく広報施策の設計は担当副学長が出席す

る学内会議での検討を経て、入試委員会広報小委員会で基本方針が説明されている。この基本方針に

基づいて、各学部が個別の提供コンテンツを企画し実施計画を取りまとめた上で、入試センターに報

告している。 

新型コロナウイルス感染症の収束が見通せないことから、オープンキャンパスの開催形態を工夫す

るのみならず、ホームページやＳＮＳを通じた情報の伝達にも注力してきた。令和３（２０２１）年

度入試から入試制度が大幅に変更になることを踏まえて、大学の入試広報ホームページに特設コーナ

ーを設けて、新しい入試制度の概要を説明している。このコーナーでは、別に作成された紙媒体での

説明資料（入試概要パンフレット）と同じキャラクターが動画で説明を行うコンテンツも用意されて

おり、入試制度の大幅な変更と新型コロナウイルス感染症に伴うさまざまな制限によって不安を感じ

ている高校生にも、新しい入試制度をわかりやすく伝える工夫を行っている。その他、各学部の教育

の特色を紹介する動画コンテンツを公開したり、キャンパスの様子を紹介する動画を公開したりする

など、さまざまな制約がある中でも積極的な広報を展開することにしている。仮に、来場型オープン

キャンパスの開催が中止となった場合には、オンライン型オープンキャンパスに切り替えて開催する

ことになるが、オンライン上で教員が各学部の教育の特色を紹介したり、在校生に直接質問すること

ができる機会を設けたりすることで、実際にキャンパスに訪問できなくても本学の教育活動の魅力を

伝えることができるように工夫する。 
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なお、次年度以降のオープンキャンパスの企画を検討するために、各回の来場者の満足度調査を継

続的に実施し、満足度と本学への実際の出願とに共変関係があることを確認することで、どのような

プログラムやメッセージが満足度を高めることにつながるのかを継続的に分析しており、このような

ＰＤＣＡサイクルは今後も継続することにしている。 

  冒頭でも説明した通り、上記のオープンキャンパスの事前告知についても、十分な広報機会を確保

することができるように、広告の掲出や WEB アプリの配信、さらに高校訪問の時期を工夫してきた。

特に、本学への入学者が多い山梨県・長野県・静岡県の３県を重点広報エリアと位置づけて、大学進

学者のいるほぼすべての高等学校を訪問している。このような高校訪問についても、新型コロナウイ

ルス感染症の状況を踏まえながら、オープンキャンパスが本格化する７月に向けて実施している。例

年、山梨県内の私立大学への進学者の多い地域において、高校訪問の実施に加えて、電車等の交通機

関へ車内広告を掲載し、重点広報エリアでは、オープンキャンパスの実施に関する情報を、主として

保護者を対象として配信するために地元紙に新聞広告を掲載し、進学先の候補となるように認知の獲

得に努めてきた。しかし、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない状況では、これらの媒体に

各種イベントに関する確定的な情報を掲出できない場合も想定されたため、高校生に直接情報を届け

る WEBアプリの配信やインターネット上のターゲッティング広告を導入し相乗効果により、本学の認

知を獲得するように努めている。山梨県に隣接する県からの志願者について、本学との事前接触の機

会（認知核とのルート）を検証したところ、従来のように事前の接触機会がない志願者が増加してい

ることが判明している。新型コロナウイルス感染症の影響により、大学進学希望者が進路情報を収集

したり、進路を決定したりする方法に変化が生じていることは確かであり、このような変化に対応し

た広報施策の設計を進めている。 

  令和元（２０１９）年度入試から、本学への出願が容易になるように、オンライン出願のシステム

を導入し出願書類の準備にかかる受験生のコストを大幅に軽減することに成功した。オンライン出願

システムの導入により、受験生が出願時に作成しなければならない書類を大幅に削減し、出願決定か

ら実際に出願が完了するまでの時間を節約できるようにしたほか、出願を受け付ける本学側でも出願

受付に係る多くの作業を自動化することによって、出願期間を従来よりも長期間設定することができ

るなど、より多くの受験生からの出願を可能とするための入試オペレーションを構築することができ

た。また、首都圏の規模の大きい大学との併願者からも入学者を確保することができるように、令和

元（２０１９）年度入試から、一般入試の入試日程を追加している。このような実際の出願に関連す

る情報についても、本年度の「大学入学者選抜実施要項」が公表され次第、直ちに広報を開始するこ

とができるように広報物やホームページを通じた情報発信を行っている。 

（２）人材需要の動向等社会の要請 

① 人材養成に関する目的その他の教育研究上の目的（概要）

  ２０１８年度以降、本学では学生たちに提供する教育のあり方を根本的に見直し、今後、実社会で

求められる人材の育成を視点から、教育理念と教育目標を見直すことになった。これまで、「本学は、

日本文化への深い理解と広い国際的視野をもって社会に貢献する人間の育成を目指し、豊かな教養と

創造力を備えた人格の形成を図る」という教育理念に基づき、本学では、次のような教育目標を掲げ

ていた。 

  【山梨学院大学の教育目標】 

１．自律と寛容の精神を備えた、個性豊かな人間の育成 

２．広い教養と深い専門の知識をもち、実践力のある逞しい人間の育成 
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３．自己実現を目指しつつ、地域社会・国家及び国際社会に貢献できる人間の育成 

上記の教育理念および教育目標に基づいて、本学では、学部学科ごとに、ディプロマ・ポリシー、

カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーの三つの方針（３つのポリシー）を策定し、こ

れを公表している。本学に設置されている各学部学科では、これら３つのポリシーに基づいた教育研

究活動を実施し、ディプロマ・ポリシーに掲げた人材の養成を目指している。 

入学定員の変更を計画している学部学科の教育研究上の目的として掲げられていた内容、次のよう

に要約することができる。 

≪法学部法学科≫ 

法学部法学科では、「法学の基本的素養を備え、公正・公平の観点から現代社会が直面する諸問題に

対応できる能力を養成し、もって社会正義の実現に貢献できる人間を育成すること。」を教育目的と

して掲げて、次のような人材の養成を目指している。 

【法学部法学科の教育目標】 

１．法律を学ぶことを通じて、社会の仕組みを知り、社会のあらゆる問題に対して深く考える力を

備えた人間を育成する。

２．社会のさまざまな紛争とその解決過程を学ぶことを通じて、他者を理解し、物事を多面的にと

らえることのできるバランスのとれた考え方ができる人間を育成する。

３．明確な自分の将来像をもつとともに、その実現のため、自ら考え、冷静・客観的な判断・行動

ができる人間を育成する。

≪スポーツ科学部スポーツ科学科≫ 

  スポーツ科学部スポーツ科学科は、競技力向上にかかわる科学的サポート体制を整備するとともに、

スポーツ活動を通じて「社会に貢献する人間を育成する」教育体制を整えることが必要であるとの認

識から、「スポーツ基本計画」が掲げた「スポーツ界における好循環の創出に向けたトップスポーツ

と地域におけるスポーツとの連携・共同を推進する」という政策目標を踏まえて、競技者の育成と、

育成された競技者が地域の指導者となる好循環システムに貢献することを目指して設置された。競技

スポーツコースにおいては、ジュニアからシニアまでの競技者（障がいを有する競技者を含む）の競

技力の向上に貢献できる競技スポーツの推進者の育成を目指し、生涯スポーツコースにおいては、子

どもから高齢者までの健常者、障がい者、有病者の QOL（Quality of Life、生活の質）や健康体力の

向上に貢献できる生涯スポーツの推進者の育成を目指している。いずれのコースにおいても、授業で

の実践に加え、学生が個別に行う課外のスポーツ活動の成果をも活かして、「スポーツ界の好循環シ

ステム」に貢献する人材の育成を目指している。同学部の教育目標は、「スポーツに関わる専門的能力

とともに、社会人基礎力（前に踏み出す力（アクション）、考え抜く力（シンキング）、チームで働く

力（チームワーク力）を身に付けることができること）と定められている。 

【スポーツ科学部スポーツ科学科の教育目標】 

１．高いスポーツ競技力や実技能力を身に付けた人材を育成する。

２．スポーツ実践に関わる幅広い知識や技能を身に付けた人材を育成する。

３．競技スポーツや生涯スポーツの実践に有用な専門的な知識や技能を身に付けた人材を育成する。 
４．卒業後の進路と結びつくより専門的な知識や技能を身に付けた人材を育成する。

５．スポーツや体育、健康に関わる今日的課題の解決方法を身に付けた人材を育成する。
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 冒頭でも言及したとおり、今後の実社会で活躍することのできる有意な人材を育成する観点から、

上記に整理した教育理念と教育目標を根本的に見直す作業に着手し、令和２（２０２０）年度中に、

本学における教育改革の基本的な方向性を明らかにした「教学構想２０２１」を学内で共有した。そ

の上で、それぞれの学部学科の人材養成に関する考え方の見直しにも着手し、そこで示された人材養

成を可能とする教育課程の編成を目指した施策を検討した。現在の本学における教育理念と教育目標

は、以下の通りである。 

【山梨学院大学の教育理念】 

山梨学院大学は

広い国際的視野を持ち

実践的な知識と技能を備え

創造力と行動力を発揮して

理想の未来を創る人材を育成する 

【山梨学院大学の教育目標】 

  「たくましく生きる力」を育成すること。 

  上記の教育理念と教育目標の背景には、将来の予測が困難といわれる現代社会において、従来の大

学教育による専門的な知識の体系を教授するのではなく、高度化した、未経験の課題解決に果敢取り

組み解決を図ることができる人材の育成が求められるという、高等教育の役割に関する認識がある。

そして、山梨学院大学では、初等中等教育で培われた資質や能力を実社会につなげる役割を担うべき

と考えている。卒業生には、夢を目標に変え、努力によって行動し続け、成長や達成感を手にするた

め、社会変革の担い手として、みずから目標を設定できる力、目標達成までのプロセスを描き、努力

を継続する力、目標達成までに出遭う困難を、成長の機会とする力を獲得してほしいと願っている。

教育目標として掲げられた「『たくましく生きる力』を育成すること」には、このような想いが込めら

れている。このようにして改定された教育理念の教育目標に基づいて、本学と本学に設置されてた学

部学科の３つのポリシーが定められている（「資料５」を参照）。 

② 上記①が社会的、地域的な人材需要の動向等を踏まえたものであることの客観的な根拠

上記の学部学科のうち、入学定員を増加させる計画であるスポーツ科学部スポーツ科学科について

は、令和３（２０２０）年３月に初めての卒業生が社会に送り出された。就職希望者で就職先が決定

した者は、１４７名で、就職希望者数に占める就職先が決定した者の割合は、９７％であった（「資料

６」を参照）。また、初めての卒業生から１５人が、公立・私立の中学校・高等学校の教育職に採用さ

れた（任期付き、時間講師を含む）。同年度の学部全体でみれば、卒業後の進路が決定した者の割合は、

９８％となっている。その後も、就職希望者に対する就職決定者の割合は、９９％となっている（「資

料６」を参照）。スポーツ科学部スポーツ科学科の人材養成の考え方が社会的な人材需要の動向を踏

まえたものであり、それが着実に履践されてきたことが、このような結果に結びついたものと自負し

ている。また、教職課程を備えた学部の特性を活かして、教育職に就くことができた卒業生も継続的

に輩出している。 

同学部では、学年担任制を導入し、３人の専任教員が学年担任として各入学年度の学生たちの状況

を把握し、教育指導に必要な情報を学部教授会等の機会を通じて周知し共有する試みを続けている。

また、専門演習が必修科目となっていることから、学生たちのキャリア形成に必要な指導を比較的少
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人数の演習科目を通じて行うことも可能となっている。このような授業の機会を利用して、学生たち

に早い段階からキャリア形成の重要性を意識させるため、キャリア面談を実施したり、コンピテンシ

ーに関する試験を導入したりして、学部の教育課程におけるキャリア教育を充実させてきた。以上の

ような学部の有する利点を活かして、キャリア教育において求められる学生支援体制を整備してきた

ことにより、過去３か年度の卒業生については、上記のように高い進路決定率を達成することができ

た。また、同学部の履修の方法は、それぞれのキャリアプランに基づいた学修が可能となるように設

計されていることから、各自の卒業後の希望進路を踏まえて、履修計画を組み立てることができる。

これにより、文系分野と理系分野の垣根を超え、スポーツというテーマを通じた学際的な学びと、個々

の学生のキャリアプランに基づいた学修を行うことが可能となっている。そして、１年次から小人数

制のゼミが必須科目となっており、担当教員が履修指導を行う体制が整備されている（これらのゼミ

は、同学部の専任教員が担当している）。このような学部との教育課程の仕組みが社会的人材需要の

動向と一致したことにより、卒業生たちが社会で活躍することが可能になったと考えている。 

今回の届出によって入学定員が減少することになる法学部法学科について、過去５か年度の卒業生

の就職希望者数に占める就職決定者数の割合を調査してみると、近年では、就職希望者数に占める就

職決定者数の割合が９５％を超えており、法学部法学科の教育活動と人材育成が社会的、地域的な人

材需要の動向にこたえるものとなっていることが確認できる（「資料７」を参照）。当面の間は、法学

部２学科体制での卒業生が社会に羽ばたいていくことになるが、法学部全体（２学科の合計値）でみ

ても、就職希望者数に占める就職決定者数の割合は、直近３か年度の卒業生については非常に高い水

準の決定率を維持しており、直近の令和４（２０２２）年３月に卒業した令和３（２０２１）年度の

卒業生についても、９６％を超えている（「資料８」を参照）。このことから、法学部の教育目標や人

材養成に関する考え方が社会的、地域的な人材需要の動向にこたえるものとなっているということが

できると考えている。 

上記のように、法学部法学科についても、法学部２学科についても、卒業生の就職状況は、同学部

の人材養成に関する目的や教育研究上の目的が社会的、地域的な人材需要の動向を踏まえたものとな

っていることを示しているといえる。法学部法学科の入学定員が２０人削減されて２６０人となれば、

以降の在校生数は、従来の２学科体制で受け入れてきた入学者数よりも少なくなると想定され、卒業

生数も増加するわけではないことから、定員の変更後も引き続き、現在のように社会的な人材需要の

動向にこたえることが可能であると判断している。また、法学部法学科では、２学科体制における教

育課程と比較した場合に、法学分野と政治学分野を融合した教育研究活動が可能となったことで、こ

れまで以上に社会的、地域的な人材需要の動向を踏まえた人材養成が可能になると考えている。具体

的には、実社会における法的なルールの運用と、それらが生み出される公的システムの仕組みや背景

事情を同時に学ぶことで、主として法曹養成を念頭に置いた伝統的な法学科のカリキュラムよりも実

社会のニーズに即した人材養成を行うことができるようになる。このような１学科体制の利点を最大

限に活かして、地方に立地する小規模な私立大学に設置された法学部ではあるが、社会的人材重要の

動向に即した教育活動を展開し、人材養成のための教育力において地域社会から評価される教育機関

となることを目指して、今後も努力を続けていきたいと考えている。 

本学では、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーの三つの

方針（３つのポリシー）を策定し、その内容を検証する際に、地元自治体や地域経済の担い手の人材

需要に対する期待やニーズを反映させることができるように、山梨県内の地方公共団体や企業から意

見を聴取する機会を設けることにしている。 

その後、地元の経済団体の協力を得て、外部の視点から、特に実社会での実践力の要請を期待する

経済団体の視点から、本学の教育内容を点検していただく取り組みも開始した。現在では、３つのポ

リシーに基づく教育効果の検証や入試制度の検証といった作業を行う段階に入っているが、このよう
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なＰＤＣＡサイクルに基づく教育改革を着実に実行するため、「教育の質的転換ビジョン」（大学の中

期計画に相当するもの）を策定し、本学の関係者で共有している。本年度中に、このビジョンの見直

しと具体化を進めることで、各学部学科における教育課程の編成や、日々の授業実施と通じた教育活

動が、社会が求める人材養成にかなったものとなるように改革を進めていくことにしている。 

今後、上記の改革ビジョンの実現を目指すにあたって、本学の教育活動とそれに基づく人材育成が

社会的、地域的な人材需要の動向を踏まえたものとなるように、実社会の視点から本学の教育活動を

検証していただく機会を継続的に設けていく計画である。三つの方針のＰＤＣＡサイクルの中で、本

学の人材育成の考え方が実社会の人材需要の動向を踏まえたものとするのみならず、本学が養成しよ

うとする人材像を育てるための教育課程の編成にも実社会の意見を反映させることによって、本学の

教育活動が社会的、地域的な人材需要にこたえるものとなるように必要な改革を進めていきたいと考

えている。 

 

以 上 
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資料１：法学部の入試状況 

１ 入学者数の推移 

（単位：人） 

年度 法学科 政治行政学科 法学部合計 

２０１６年度 ２３３ １９７ ４３０ 

２０１７年度 ２４０ １４８ ３８８ 

２０１８年度 ２６７ １６８ ４３５ 

２０１９年度 ２５８ １６９ ４２７ 

２０２０年度 ３８９ ― ３８９ 

２０２１年度 ３４４ ― ３４１ 

２０２２年度 ３３６ ― ３３６ 

＊ 各年度の４月入学と９月入学の合計入学者総数を示している。ただし、２０２２年度に

ついては、届け出時点で９月入学者を対象とした入試が完了していないため、４月入学者

を対象とした入試における入学者数を示している。 
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２ 志願者数の推移 

（単位：人） 

年度 
法学部 

法学科 

法学部 

政治行政学科 
法学部 

２０１６年度 ４２９ ３２１ ７５０ 

２０１７年度 ３９１ ２２５ ６１６ 

２０１８年度 ４２２ ２５１ ６７３ 

２０１９年度 ５２５ ３２０ ８４５ 

２０２０年度 ８３７ ― ８３７ 

２０２１年度 ６９７ ― ６９７ 

２０２２年度 ５９７ ― ５９７ 

＊ 各年度の４月入学と９月入学の合計志願者総数を示している。ただし、２０２２年度に

ついては、届け出時点で９月入学者を対象とした入試が完了していないため、４月入学者

を対象とした入試における志願者数を示している。 
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資料２：経営学部の入試状況 

１ 入学者数の推移 

（単位：人） 

年度 入学定員 入学者数 

２０１６年度 ２００ ２３８ 

２０１７年度 ２００ ２４８ 

２０１８年度 ２００ ２６５ 

２０１９年度 ２２０ ４０４ 

２０２０年度 ３００ ３１７ 

２０２１年度 ３００ ３８８ 

２０２２年度 ３２０ ３６０ 

＊ 各年度の４月入学と９月入学の合計入学者総数を示している。ただし、２０２２年度に

ついては、届け出時点で９月入学者を対象とした入試が完了していないため、４月入学者

を対象とした入試における入学者数を示している。 
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２ 志願者数の推移 

（単位：人） 

年度 入学定員 志願者数 

２０１６年度 ２００ ３８９ 

２０１７年度 ２００ ３８０ 

２０１８年度 ２００ ４３０ 

２０１９年度 ２２０ ６８１ 

２０２０年度 ３００ ９１５ 

２０２１年度 ３００ ７３８ 

２０２２年度 ３２０ ７２４ 

＊ 各年度の４月入学と９月入学の合計志願者総数を示している。ただし、２０２２年度に

ついては、届け出時点で９月入学者を対象とした入試が完了していないため、４月入学者

を対象とした入試における志願者数を示している。 
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資料３：スポーツ科学部の入試状況 

１ 入学者数の推移 

（単位：人） 

年度 入学定員 入学者数 

２０１６年度 １７０ １９１ 

２０１７年度 １７０ ２１１ 

２０１８年度 １７０ １９７ 

２０１９年度 １９０ ２２４ 

２０２０年度 ２００ ２１０ 

２０２１年度 １７０ １８７ 

２０２２年度 １７０ ２４０ 

＊ スポーツ科学部スポーツ科学科では、９月入学を対象とした入試を実施していないた

め、各年度の４月入学における入学者を示している。 
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２ 志願者数の推移 

（単位：人） 

年度 入学定員 志願者数 

２０１６年度 １７０ ３００ 

２０１７年度 １７０ ３７４ 

２０１８年度 １７０ ３４７ 

２０１９年度 １９０ ３５８ 

２０２０年度 ２００ ３６９ 

２０２１年度 １７０ ３０４ 

２０２２年度 １７０ ３１６ 

＊ スポーツ科学部スポーツ科学科では、９月入学を対象とした入試を実施していないた

め、各年度の４月入学における入学者を示している。 
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資料４：山梨県内の高等学校から首都圏私立大学への進学状況 

（単位：人） 

年度 首都圏私立大学への進学数 

２０１７年度 ２，６２１ 

２０１８年度 ２，５９７ 

2０１９年度 ２，４３１ 

２０２０年度 ２，５１７ 

２０２１年度 ２，５３５ 

＊ 各年度の学校基本調査に基づき、山梨県内に所在する高等学校から私立大学に進学し

た者のうち、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県に所在する私立大学に進学した者の人数

を算出している。 
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資料5：大学と各学部の三つの方針

2022年度　山梨学院大学の教育方針

建学の精神

教育理念

教育目標

ディプロマ・ポリシー

DP1 「実践的な知識と技能」を備え「創造力と行動力」を発揮して社会に貢献する基盤が身についている。

DP2 多様な背景を持つ人たちと、母語や母語以外の言語で、目的に応じた意思疎通ができる。

DP3 自ら目標を設定し、達成するまでやり抜こうとする姿勢を持つ。

DP4 自己を理解し、他者との良好な関係性を構築しながら、自らの思考と行動を決定できる。

カリキュラム・ポリシー

山梨学院大学では、学位授与方針に基づき、以下のとおり教育課程を編成・実施する。

教育内容 1 総合基礎教育科目においては、各科目群の履修を通じて、全学DPに掲げられた能力を身につける。

2

教育方法 1

2 演習系科目においては、創造力と行動力を育成するために、プロジェクト型学習等を実施する。

評価方法 1

2

3 各授業の評価基準はシラバスと授業ルーブリックによって定める。

4 卒業判定は、各学部の履修規程に定められた基準によって行う。

アドミッション・ポリシー

1 知識・技能
各学科での学びにつながる基礎学力を備えている人

2 思考力・判断力・表現力等の能力
問題を多角的にとらえて、適切に判断し表現することができる人

3 主体性をもって、多様な人々と協働して学ぶ態度
目標・目的を定めて向上心を持って成長しようとする人

山梨学院大学では、学位授与方針に照らして、次のような意欲と能力を持つ学生を受け入れる。

演習系科目では、プロジェクトの実行課程における行動評価とプロジェクトの成果に対するパ
フォーマンス評価を行う。

　山梨学院大学は、広い国際的視野を持ち実践的な知識と技能を備え、創造力と行動力を発揮し
て理想の未来を創る人材を育成する

「たくましく生きる力」を育成すること

一．本学ハ日本精神ヲ主義トスル
一．本学ハ祖国ノ指導者養成ヲ旗幟トスル
一．本学ハ徳ヲ樹ツルコトヲ理想トスル

　山梨学院大学では、「『たくましく生きる力』を育成すること」を達成するために、学生が以下の能力を修得することを
大学の学位授与方針とする。

専門教育科目においては、DP1に掲げられた「実践的な知識と技能」の活用力を学ぶ。また、演
習系科目では、プロジェクト型学習等を通じて、「創造力と行動力」を身につける。
講義系の科目においては、知識と技能を伝授するだけでなく、知識と技能の活用力を育成するた
めにアクティブラーニング手法を用いた授業を実施する。

講義系の科目においては、知識・技能の定着を測るだけでなく、知識・技能の活用力をパフォー
マンスで評価する。

学生確保（資料）－8



2022年度　学部における学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

山梨学院大学では、「『たくましく生きる力』を育成する」ことを達成するために、学生が以下の能力を修得することを大学全体の学位授与方針とする。

全学DP 法学部 経営学部 健康栄養学部 スポーツ科学部 国際リベラルアーツ学部
【実践的な知識・技能】
①法学、政治学、行政学および隣接領域
領域の専門的知識、思考・分析スキルを
修得し、民主主義社会の基本的価値を背
景とするルールの創造的活用による問題
解決を志向することができる（把握する
力）。
②社会の諸問題を理解するために、情報
通信技術（ICT）を活用して必要な情報を
収集し、論理的な分析（読解・思考・表
現）をすることができる（考え抜く
力）。

【実践的な知識・技能】
①経営・マーケティング・会計・経済の
実践的な知 識・技能の活用力を身に付
け、社会の諸問題を複合的な視点から考
察することができる（把握する力）。
②社会の諸問題を理解するために、情報
通信技術（ICT）を活用して必要な情報を
収集し、論理的・批判的に思考し、創 造
的に判断することができる（考え抜く
力）。

【実践的な知識・技能】
①管理栄養士として保健・医療・教育・
福祉・介護等の多様な領域で必要とされ
る専門的な知識・技能を修得し、多角的
な視点から社会の課題を分析・考察する
ことができる（把握する力）。
②食と健康にかかわる課題を解決するた
めの論理的・創造的な思考力を身につけ
ている（考え抜く力）。その思考を適切
に　言語整理し、情報通信技術（ICT）等
を活用しながら他者とやり取りすること
ができる。

【実践的な知識・技能】
①スポーツ科学の学際的知識をもとに幅
広い教養を修得し、社会を複眼的に捉え
ることができる（把握する力）。
②スポーツの文化的価値の理解と言語ス
キルの習得を基盤とし、情報通信技術
（ICT）等を活用しながら様々な事象に対
して論理的・批判的・創造的に思考し、
判断することができる（考え抜く力）。

【創造力と行動力】
③グループ活動やディスカッションを通
じた問題解決や意思決定に主体的に参加
することができる（協調する力）。
④自己および社会を改善するために挑戦
を続けることができる（挑戦する力）。
⑤説明・提案を行うためのプレゼンテー
ションスキルを持ち、問題・課題の解決
のために主体的に行動することができる
（行動する力）。

【創造力と行動力】
③グループ活動やディスカッションを通
じて課題解決に主体的に参加することが
できる（協調する力）。
④自己および社会を改善する方法を考
え、それを実現するために失敗と挑戦を
繰り返すことができる（挑戦する力）。
⑤説明・提案を行うためのプレゼンテー
ションスキルを持ち、問題・課題の解決
のために主体的に行動することができる
（行動する力）。

【創造力と行動力】
③管理栄養士の社会的使命を自覚して健
康と生命に対する倫理観を有し、人々の
多様な社会的・文化的背景を理解しよう
とする意欲を持っている（協調する
力）。
④自己を自覚して新しい知識・技能の習
得に努め、それらを総合的に活用して社
会に貢献しようとする意欲を持っている
（挑戦する力）。
⑤考えを的確に表現し、他者と協同して
社会で役立つ成果を生み出すことができ
る（行動する力）。

【創造力と行動力】
③スポーツの社会的意義を学んで多様な
価値観を受容し、他者を尊重して協働す
る態度を身に付け、高い倫理観を備える
ことができる（協調する力）。
④実体験を通じて獲得したスポーツの実
践力を活かし、主体的に自身の成長と社
会の持続的発展に寄与しようとすること
ができる（挑戦する力）。
⑤スポーツ科学を通じて得た知見を国内
外に発信し、あらゆるフィールドにおけ
る課題の解決に活かすことができる（行
動する力）。

2

多様な背景を持つ人たちと、母語や母語
以外の言語で、目的に応じた意思疎通が
できる。

多様な背景を持つ人たちと、母語や母語
以外の言語で、目的に応じた意思疎通が
できる。

多様な背景を持つ人たちと、母語や母語
以外の言語で、目的に応じた意思疎通が
できる。

多様な背景を持つ人たちと、母語や母語
以外の言語で、目的に応じた意思疎通が
できる。

多様な背景を持つ人たちと、母語や母語以
外の言語で、目的に応じた意思疎通ができ
る。

3

自ら目標を設定し、達成するまでやり抜
こうとする姿勢を持つ。

自ら目標を設定し、達成するまでやり抜
こうとする姿勢を持つ。

自ら目標を設定し、達成するまでやり抜
こうとする姿勢を持つ。

自ら目標を設定し、達成するまでやり抜
こうとする姿勢を持つ。

自ら目標を設定し、達成するまでやり抜こ
うとする姿勢を持つ。

4

自己を理解し、他者との良好な関係性を
構築しながら、自らの思考と行動を決定
できる。

自己を理解し、他者との良好な関係性を
構築しながら、自らの思考と行動を決定
できる。

自己を理解し、他者との良好な関係性を
構築しながら、自らの思考と行動を決定
できる。

自己を理解し、他者との良好な関係性を
構築しながら、自らの思考と行動を決定
できる。

自己を理解し、他者との良好な関係性を構
築しながら、自らの思考と行動を決定でき
る。

1

【実践的な知識・技能・創造力・行動力】
1.To Value Knowledge (Having high oral
and written communication skills to be
able to both comprehend and transfer
knowledge)
口頭及び文書による高いコミュニケーショ
ン能力を修得し、有益な知識を効果的に伝
達することができる。
2.To Be Able to Adapt to a Changing
World (Having critical, creative, problem-
solving, intercultural skills, global and
independent mindset to adapt to a
changing world)
批判的思考力・創造力・問題解決能力・グ
ローバルな意識を身につけ、多様に変化す
る社会に適応し、貢献する意欲をもってい
る。
3.To Believe in Collaboration (Having a
disposition to work effectively and
inclusively in teams)
グループ活動において、効果的に協働・連
携することができる。
4.To Act from a Sense of Personal and
Social Responsibility (Having good
ethical and moral values to make
positive impacts in the world) 個人的及び
社会的な責任感を持ち、倫理的・道徳的な
価値判断に基づいた社会貢献ができる。
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2022年度　学部における教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）

山梨学院大学では、学位授与方針に基づき、以下のとおり教育課程を編成・実施する

CP１法学部 経営学部 健康栄養学部 スポーツ科学部 国際リベラルアーツ学部
1 総合基礎教育科目においては、各科
目群の履修を通じて、全学DPに掲げ
られた能力を身につける。

1 総合基礎教育科目においては、各科
目群の履修を通じて、全学DPに掲げ
られた能力を身につける。

1 総合基礎教育科目（語学を含む）に
おいては、社会を築く構成員として
の幅広い教養を養い、大学で学ぶた
めのスキルと思考力、対人関係力、
情報と機器を十分に活用できる能力
を身につける。

1 総合基礎教育科目においては、各科
目群の履修を通じて、全学DPに掲げ
られた能力を身につける。

1 語学科目（アカデミック英語科目・
日本語研究科目）、基幹教育科目、
及び各科目区分から一定の科目を履
修することにより、全学DP及び学部
DPに掲げられた能力を身につける基
盤を形成する。

2 専門教育科目においては、法学、政
治学、行政学および隣接領域におけ
る専門知識、思考・分析スキルを学
ぶ。またそれらを通じて、民主主義
社会における基本的価値への理解を
深め、ルールの創造的活用による問
題解決の能力を養成する。

2 専門教育科目においては、経営学と
隣接領域に関する実践的な知識・技
能の活用力を学ぶ。また、演習系科
目では、プロジェクト型学習を通じ
て、調査・企画立案・プレゼンテー
ションの技能とプロジェクトを実行
する創造力・行動力を身につける。

2 専門教育科目においては、管理栄養
士として国民の健康栄養管理を担う
意欲と質の高い専門知識・技術を養
い、優れた栄養指導能力を身につけ
る。また、地域に対応した健康増進
および食育推進、食産業振興などの
実践的な活動を展開できる能力を身
につける。

2 専門教育科目においては、スポーツ
科学と隣接領域に関する実践的な知
識・技能の活用力を学ぶ。また、実
技・演習系科目では、各競技や各分
野の実技・実践を通じて、創造力・
行動力・指導力を身につける。

2 グローバルビジネス・経済学、政治
学、人文教養、日本研究の分野を横
断的かつ縦断的な学びから、批判
的、創造的さらにグローバルな視点
から思考し、協働して問題解決にあ
たる能力を身につける。

1 法学、政治学と隣接領域の科目にお
いては、講義によって知識・技能を
伝授するだけでなく、知識・技能の
活用力を育成するためにアクティブ
ラーニング手法を用いた授業を実施
する。

1 経営学と隣接領域の科目において
は、講義によって知識・技能を伝授
するだけでなく、知識・技能の活用
力を育成するためにアクティブラー
ニング手法を用いた授業を実施す
る。

1 講義を基本とする科目においては、
専門知識や技術を伝授するだけでな
く、その知識と技術の活用力を育成
するためにアクティブラーニング手
法を用いた授業を実施する。

1 スポーツ科学と隣接領域の科目にお
いては、講義によって知識・技能を
伝授するだけでなく、知識・技能の
活用力を育成するためにアクティブ
ラーニング手法を用いた授業を実施
する。

1 各科目区分を通じ、講義及び演習双
方の授業形態において、知識・技能
を伝授すると同時にそれらの活用力
を育成するため、ディスカッショ
ン、プレゼンテーション、ディベー
ト等のアクティブラーニング手法を
用いた授業を実施する。

2 演習系科目においては、情報収集・
論理的思考、ディスカッション、プ
レゼンテーション技能と創造力・行
動力を育成するために、プロジェク
ト型学習を実施する。

2 演習系科目においては、調査・企画
立案・プレゼンテーションの技能と
創造力・行動力を育成するために、
プロジェクト型学習を実施する。

2 栄養管理の実践に関わる実験・実
習・演習系科目（ゼミを含む）にお
いては、知識や技術の習得に加え
て、目標達成に向けた情報収集、計
画・企画立案、プレゼンテーショ
ン、創造力・統率力・行動力を育成
するために、プロジェクト型学習を
実施する。

2 実技・演習系科目においては、各競
技や各分野の実践を通じて、創造
力・行動力・指導力を育成するため
に、実践型学習を実施する。

2 実習科目においては、各分野におい
て、企画・立案、実演、作品創作・
制作を通じて、創造力・行動力・表
現力を育成するために、実践型学習
を実施する。

1 法学、政治学と隣接領域の科目にお
いては、知識・技能の定着を測るだ
けでなく、知識・技能の活用力をパ
フォーマンスで評価する。

1 経営学と隣接領域の科目において
は、知識・技能の定着を測るだけで
なく、知識・技能の活用力をパ
フォーマンスで評価する。

1 講義を基本とする科目においては、
知識の定着を測ることに加えて、そ
の活用力も評価する。

1 スポーツ科学と隣接領域の科目にお
いては、知識・技能の定着を測るだ
けでなく、知識・技能の活用力をパ
フォーマンスで評価する。

1 各科目区分の講義・演習科目におい
ては、知識・技能の定着を測るだけ
でなく、知識・技能の活用力を口頭
発表または論述（または双方）によ
り評価する。

2 演習系科目では、プロジェクトの実
行課程における行動評価とプロジェ
クトの成果に対するパフォーマンス
評価を行う。

2 演習系科目では、プロジェクトの実
行課程における行動評価とプロジェ
クトの成果に対するパフォーマンス
評価を行う。

2 実験・実習・演習系科目では、プロ
ジェクトの実行過程における行動と
プロジェクトの成果に対するパ
フォーマンスで評価する。

2 実技・演習系科目では、実行過程に
おける行動評価と指導の成果に対す
るパフォーマンス評価を行う。

2 実習科目では、実行過程における行
動評価と指導の成果に対するパ
フォーマンス評価を行う。

3 各授業の評価基準はシラバスと授業
ルーブリックによって定める。

3 各授業の評価基準はシラバスと授業
ルーブリックによって定める。

3 各授業の評価基準はシラバスと授業
ルーブリックによって定める。

3 各授業の評価基準はシラバスと授業
ルーブリックによって定める。

3 各授業の評価基準はシラバスと授業
ルーブリックによって定める。

4 卒業判定は、法学部履修規程に定め
られた基準によって行う。

4 卒業判定は、経営学部履修規程に定
められた基準によって行う。

4 卒業判定は、健康栄養学部履修規程
に定められた基準によって行う。

4 卒業判定は、スポーツ科学部履修規
程に定められた基準によって行う。

4 卒業判定は、国際リベラルアーツ部
履修規程に定められた基準によって
行う。

教
育
内
容

評
価
方
法

教
育
方
法
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2022年度　入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）　

山梨学院大学では、学位授与方針に照らして、次のような意欲と能力を持つ学生を受け入れる。

大学
知識・技能
　　各学科での学びにつながる基礎学力を備えている人。

思考力・判断力・表現力等の能力
　　問題を多角的にとらえて、適切に判断し表現することができる人。

主体性をもって、多様な人々と協働して学ぶ態度
　　目標・目的を定めて向上心を持って成長しようとする人。

学部
AP 法学部 経営学部 健康栄養学部 スポーツ科学部 国際リベラルアーツ学部

本学およ び法学部法学科の 教育 理
念・教育目 標のもと 、法学部で
は、次のような能力や態度を 身に付
けている人物を求める 。

経営学部では、地域経済の担い手と
して、人々から信頼され、社会にお
いて幅広い分野で活躍できる自律的
な能力を持った人 を育成するため、
高い知的好奇心に支えられた基礎的
な学力を  持った入学者を求める 。

健康栄養学部では、食と健康を理解
するうえで重要となる科学の基礎的
な知識、また情報を正確に取得把握
し分析する能力、および、栄養管理
と 給食経営管理を可能とする数的処
理能力を身につけている人物を求め
る。

スポーツ科学部で求める人物は、
ルールやマナーを尊重し、「大学生
活をとおして幅広い教養と豊かな人
間性を身に付けたいと願っている
人」、「スポーツを行うこと、見る
こと、支えること、教えることなど
に興味・関心がある人」を前提とす
る。

国際リベラルアーツ学部では、１）意欲
が高く熱心であり、２）学問的な潜在能
力と一定の学業成果を有し、３）寛容な
精神とともに、好奇心があり、批判的で
柔軟な思考ができる、４）本学部での学
修に必要となる基礎的な英語力と、英語
の学習能力が備わっている人物、を求め
る。

基
礎
的
な
知
識
技
能

大学での学修で必要となる基礎的・
基本的な知識・技能、特に国語、外
国語、数学の履修などを通じた読解
力や思考力、コミュニケーション能
力、地理、歴史、公民の履修などを
通じた現代社会の仕組みや問題につ
いて一定の知識を備えた人

大学での学修で 必要となる 基礎
的・基本的な 知識・技能、特に、国
語（文章の 読解や作 成）、数学
（論理的思 考や計 算）、地理・歴
史·公民（社会の仕組みの理解）の基
礎知識を備えた人

健康の保持増進、疾病の予防と改
善、栄養支援などの専門的な知識を
学ぶ上で重要となる生物や化学、数
学などの基礎学力および国語の文章
読解力を備えている人

大学での学修で必要となる基礎的・
基本的学力、運動能力を備えている
人

ほぼ全ての授業科目を英語で学ぶため
に、入学時に高等学校課程修了程度の英
語力を身につけていることを求める。ま
た、幅広い教養科目を履修するため国
語、数学、理科、公民、地理歴史の基礎
的な事項について学んでおくことを求め
る。

思
考
カ
・
判
断
カ
・

表
現
力
等
の
能
力

社会で起きているさまざまな出来事
に対する好奇心を持ち、問題に対し
て、知識や情報に基づいて筋道を立
てて考え、その内容と結論を説明で
きる人

大学での学修、特に、企業事例の分
析、地域課題への提言、インターン
シップ等の能動的な学びに必要とな
る高 い知的好奇心 、問題を分析す
る力、自らの考えを的確に伝える表
現力を備えた人

食と健康に関わる課題の解決に必要
な情報収集・分析能力や、具体的な
提案に展開できる思考力判断力を備
え、自己の考えを論理的に述べるこ
とができる人

スポーツや体育、健康に関わる今日
的な課題を多角的に捉え 、判断し、
表現することができる人

批判的、創造的、自立的、グローバルな
思考力を身につけ、自己の考えを英語及
び日本語を用いて適切に表現ができる人

主
体
性
・
多
様
性
・
協
働
性

学校運営、クラス運営、クラブ活
動、ボランティア活動などを通じ
て、多様な人々と協働しようとする
姿勢や、資格取得など自分自身を成
長させようとする向上心を持ち、目
標に向けて主体的・積極的に学ぼう
とする意欲を持っている人

幅広い分野に興味 ・関心を持って積
極的に大学での 学修に取り組み 、
教員・学生・社会人と円 滑にコミュ
ニケーションをとって自ら進んで学
ぼうとする意欲を持った人

保健・医療・教育・福祉・介護の分
野で活躍する専門職に就くという明
確な 目標と学問に取り組む強い意
欲、向上心を有し、主体的に地域の
課題を捉 えて社会に貢献しようとす
る人

周囲と協働しながら、以下に示す課
題を達成しようとする人
①授業やスポーツクラブの活動をと
おして、競技力や運動能力をさらに
高めること。
②授業やスポ ーツクラブの活動をと
おして、スポーツ科学の知と技（指
導能力、研究能力、科学的サポート
能力、マネジメント能力など）を実
践的に身に付けること。
③大学生活で得た学修成果を、国内
外のさまざまなスーポツ関連分野に
おいて活かすこと。

国際社会で活躍するため、異文化に対し
好奇心を持ち、多様な文化的背景を持つ
人々と協働して共通の問題を解決する意
欲の高い人

学生確保（資料）－11



資料６：スポーツ科学部スポーツ科学科の就職状況 

【スポーツ科学部の就職状況】 

卒業年度 就職決定者数（人） 就職希望者数に占める割合 

２０１９年度 １４７ ９７％ 

２０２０年度 １７２ ９９％ 

２０２１年度 １６１ ９９％ 

＊ 就職決定者数は各年度の教授会における報告時点の人数である。また、割合は、小数点

以下を四捨五入して計算している。 
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資料７：法学部法学科の就職状況 

 

 

【法学部法学科の就職状況】 

卒業年度 就職決定者数（人） 就職希望者数に占める割合 

２０１７年度 １８６ ９７％ 

２０１８年度 １９４ ９７％ 

２０１９年度 １７７ ９８％ 

２０２０年度 １８８ ９７％ 

２０２１年度 ２１０ ９５％ 

＊ 就職決定者数は各年度の教授会における報告時点の人数である。また、割合は、小数点

以下を四捨五入して計算している。 
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資料８：法学部の就職状況 

 

 

【法学部の就職状況】 

卒業年度 就職決定者数（人） 就職希望者数に占める割合 

２０１７年度 ３１５ ９５％ 

２０１８年度 ３５４ ９７％ 

２０１９年度 ３３７ ９８％ 

２０２０年度 ３０８ ９６％ 

２０２１年度 ３５０ ９６％ 

＊ 就職決定者数は各年度の教授会における報告時点の人数である。また、割合は、小数点

以下を四捨五入して計算している。 
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